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令和２年特別区職員の給与に関する報告及び勧告について 

［令和２年特別区人事委員会勧告の概要（令和２年１０月２３日）］ 

資料 ３



 

 

令和２年１１月２７日 
総 務 部 職 員 課 

 
 

令和２年度特別区給与改定交渉による主な妥結内容 

 
 
 
〇 特別給 

支給月数を 4.65 月（再任用は 2.45 月）から 4.6 月（再任用は 2.4 月）に

改める。0.05 月の引下げ分は、期末手当に割り振る。 
（令和 2年 12 月支給分から適用） 

 

２ 行政系人事制度 

   行政系人事制度の改正による切替えに伴う経過措置としての特例（係長職昇任能

力実証【種別Ｂ】及び主任職昇任選考【種別Ｃ】の受験資格における年齢要件の上

限部分を 60 歳未満とする各特例をいう。）の対象者の拡大及び期間の２年延長を

行う。 

   ただし、対象者は各実施年度の基準日において、各級の最高号給が適用されてい

る者とする。 

（令和 3年 4 月 1 日適用） 

 

３ 技能・業務系人事制度  

   技能・業務系人事制度の改正に伴う経過措置としての特例（技能主任職昇任選考

及び技能長職昇任選考の受験資格における年齢要件の上限部分を 60 歳未満とする

各特例をいう。）の期間を２年間延長する。 

（令和 3年 4 月 1 日適用） 
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